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「目指すべき国の姿」検討用資料 

 

＜第１期科学技術基本計画＞ 

第１章  研究開発の推進に関する総合的方針 

Ｉ  研究開発推進の基本的方向 

我が国が科学技術創造立国を目指し、「我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国

の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の発展と人類社会の持続的

な発展に貢献する」（科学技術基本法第１条）ため、我が国の研究開発資源を重点的に投入して、以下

のような社会的、経済的ニーズに対応した研究開発を強力に推進する。 

  すなわち、活力ある豊かな国民生活を実現するため、経済フロンティアの拡大や高度な社会経済基

盤の整備に貢献し、新産業の創出や情報通信の飛躍的進歩などの諸課題に対応する独創的・革新的な

技術の創成に資する科学技術の研究開発を推進する。 

   また、人間が地球・自然と共存しつつ持続的に発展することを可能とするため、人間活動の拡大、

開発途上国を中心とする人口の大幅な増加等に伴い顕在化している地球環境、食料、エネルギー・資

源等の地球規模の諸問題の解決に資する科学技術の研究開発を推進する。さらに、生活者のニーズに

対応し、安心して暮らせる潤いのある社会を構築するため、健康の増進や疾病の予防・克服、災害の

防止などの諸課題の解決に資する科学技術の研究開発を推進する。 

同時に、物質の根源、宇宙の諸現象、生命現象の解明など、新しい法則・原理の発見、独創的な理

論の構築、未知の現象の予測・発見などを目指す基礎研究の成果は、人類が共有し得る知的資産とし

てそれ自体価値を有するものであり、人類の文化の発展に貢献するとともに、国民に夢と誇りを与え

るものである。また、そのような新たな研究成果は、時に、技術体系の革命的な変貌や全く新しい技

術体系の出現をもたらし、社会に様々な波及効果を与える。さらに、自然と人間に対する深い理解は、

人類が自然との調和を維持しつつ発展を続ける大前提でもある。このような重要性にかんがみ、基礎

研究を積極的に振興する。 

 

  

資料６ 
科学技術・学術審議会 
総合政策特別委員会 
（第６回） H26.11.25 
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＜第２期科学技術基本計画＞ 

第１章 基本理念 

２．我が国が目指すべき国の姿と科学技術政策の理念 

我が国が直面している諸課題を克服し今後の展望を拓いていくために、科学技術は重要な鍵を握っ

ている。我が国は、科学技術創造立国の実現を基本とし、総合戦略及びこれに基づき策定される科学

技術基本計画、これらに基づく具体的な施策を積極的に展開することにより、科学技術を振興し、直

面する課題を適切に克服していく必要がある。先に述べた２０世紀の総括と２１世紀の展望を踏まえ、

我が国の科学技術政策の基本的な方向として目指すべき国の姿を、次に述べるように、「知の創造と活

用により世界に貢献できる国」、「国際競争力があり持続的発展ができる国」、「安心・安全で質の高い

生活のできる国」の３つとする。 

 

（１）知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて －新しい知の創造－ 

「知の創造と活用により世界に貢献できる国」とは、科学を通じて、未知の現象の解明、新しい法

則や原理の発見等、新しい知識を生み出し、その知識を活用して諸課題に対応する国である。さらに、

そうした知識や知恵を世界に向けて発信し、人類共通の問題解決に資することによって、世界から信

頼される国である。 

（２）国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて －知による活力の創出－ 

「国際競争力があり持続的発展ができる国」とは、現下の経済社会が有する諸課題を克服し、付加

価値の高い財・サービスを創出し、雇用機会を十分に確保す ることで、国際的な競争環境の中で我が

国の経済が活力を維持し、持続的に発展を遂げ、国民の生活水準を向上させられる国である。 

（３）安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて －知による豊かな社会の創生－ 

  「安心・安全で質の高い生活のできる国」とは、本格的に到来する高齢社会において国民が健康に

生活できるよう疾病の治療・予防能力を飛躍的に向上させる こと、自然及び人為的な災害やそれによ

る被害を最小限にとどめること、人間活動の基盤をなす食料やエネルギーの安定供給を図ること、地

球環境と調和した産 業活動や経済的発展を実現すること、さらに、世界の中で安定した国際関係を維

持するとともに、人々が安心して心豊かに、質の高い生活を営むことのできる国 である。 

 

以上の３つの国の姿の実現に当たっては、次の点に留意することが必要と考える。 

我が国が２０世紀に営々として築き上げた世界第一級の科学技術の蓄積を基盤に、これを２１世紀

に持続し、力強く発展させていくことが必須である。これによって、我が国の直面する課題を解決す

るとともに、人類社会全体の発展に我が国が科学技術を基礎とした解決策を示し積極的に貢献してい

くことを、同時に達成する展望をもつことができる。 

我が国は、西洋諸国以外では最も早くから近代化の道を歩み始めた国であり、科学技術文明と固有

の文化との共存のあり方について苦悩してきた長い経験を有する。この経験を踏まえて、世界の人々

が、それぞれの文化、価値観を維持しつつ、科学技術の恩恵を広く享受することのできる環境づくり

に貢献することが重要である。 
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＜第３期科学技術基本計画＞ 

第１章 基本理念 

３．科学技術政策の理念と政策目標 

（１）第３期基本計画の理念と政策目標 

第２期基本計画で掲げられた目指すべき国の姿（３つの理念）は、誰もが共有でき、時間を通じて

普遍性の高い概念である。またこれら３つの理念は全体として科学技術政策を網羅しており、今後の

科学技術政策においても適切である。 

したがって、第３期基本計画においては、第２期基本計画の掲げる３つの理念を基本的に継承しな

がら、科学技術、経済、社会をめぐる国内外の情勢変化と今後の展望等を踏まえて、３つの理念を実

現するため、科学技術が何を目指すのかという、より具体化された政策目標を設定する。 

 

理念１ 人類の英知を生む ～知の創造と活用により世界に貢献できる国の実現に向けて～ 

◆目標１ 飛躍知の発見・発明 － 未来を切り拓く多様な知識の蓄積・創造 

(１) 新しい原理・現象の発見・解明 

(２) 非連続な技術革新の源泉となる知識の創造 

◆目標２ 科学技術の限界突破 － 人類の夢への挑戦と実現 

(３) 世界最高水準のプロジェクトによる科学技術の牽引 

 

理念２ 国力の源泉を創る ～国際競争力があり持続的発展ができる国の実現に向けて～ 

◆目標３ 環境と経済の両立 － 環境と経済を両立し持続可能な発展を実現 

(４) 地球温暖化・エネルギー問題の克服 

(５) 環境と調和する循環型社会の実現 

◆目標４ イノベーター日本 － 革新を続ける強靱な経済・産業を実現 

(６) 世界を魅了するユビキタスネット社会 の実現 

(７) ものづくりナンバーワン国家の実現 

(８) 科学技術により世界を勝ち抜く産業競争力の強化 

 

理念３ 健康と安全を守る ～安心・安全で質の高い生活のできる国の実現に向けて～ 

◆目標５ 生涯はつらつ生活 － 子どもから高齢者まで健康な日本を実現 

(９) 国民を悩ます病の克服 

(10) 誰もが元気に暮らせる社会の実現 

◆目標６ 安全が誇りとなる国 － 世界一安全な国・日本を実現 

(11) 国土と社会の安全確保 

(12) 暮らしの安全確保 

 

（２）科学技術による世界・社会・国民への貢献 

  新たに具体化された政策目標に向けた投資運用や施策展開が行われることを通じ、今後地球規模で

深刻化する人口問題、環境問題、食料問題、エネルギー問題、資源問題や我が国で急速に進展する少
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子高齢化に対しても、科学技術が貢献を強める。すなわち、上記１から６までの政策目標の達成によ

り、 

（世界への貢献） ・ 人類共通の課題を解決 ・国際社会の平和と繁栄を実現 

（社会への貢献） ・ 日本経済の発展を牽引 ・国際的なルール形成を先導 

（国民への貢献） ・ 国民生活に安心と活力を提供 ・質の高い雇用と生活を確保 

を図っていくこととする。 
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＜第４期科学技術基本計画＞ 

Ⅰ．基本認識 

４．第４期科学技術基本計画の理念 

（１）目指すべき国の姿 

科学技術は、我が国の豊かさや人々の安全な暮らしの実現、経済をはじめとする国力の基盤の構築

に資するとともに、知のフロンティアを切り拓き、我々人類の直面する課題の克服に貢献するための

手段となるものである。その意味で、科学技術政策は、科学技術の振興のみを目的とするものではな

く、社会及び公共のための主要な政策の一つとして、経済や教育、防災、外交、安全保障等の重要政

策と有機的に連携しつつ、我が国がどのような国として存立するか、更に世界とどのように共生して

いくかという我が国の将来の姿、あるいはアイデンティティの実現につながるものである。 

こうした観点から、国として、国民の科学技術に対する期待、要望に応えていくためにも、これか

らの科学技術政策で中長期的に目指すべき国の姿を明確に提示していく必要がある。このため、第４

期基本計画では、以下の五つの国の姿を我が国が中長期的に目指すべき大きな目標として掲げ、政策

を推進することとする。 

 

① 震災から復興、再生を遂げ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実現する国 

東日本大震災による未曾有の被害を克服し、復興、再生を遂げていくことは、我が国の将来的な

成長、発展の大前提となる。その上で、我が国が抱える資源、エネルギーの制約、これらの安定確

保、高齢化等の問題は、中長期的には我が国のみならず世界的に深刻かつ重大な課題となることが

予想される。このため、震災から復興、再生を遂げるとともに、世界の共通課題を世界に先駆けて

克服して、新たな産業の創成や雇用の創出につなげ、将来にわたる持続的な成長と社会の発展を実

現する国となる。 

② 安全かつ豊かで質の高い国民生活を実現する国 

地震や津波等による自然災害や重大事故等から国民の生命及び財産を守るとともに、人々に物質

的、精神的な豊かさを実現していくことは、国がその責務として取り組むべき重要な課題である。

このため、国民生活の基盤をなす社会経済インフラ等が複雑化、多様化する中、将来にわたって安

全かつ豊かで質の高い国民生活を実現し、国民がこれを誇りとする国となる。 

③ 大規模自然災害など地球規模の問題解決に先導的に取り組む国 

地球温暖化や大規模な自然災害、新興・再興感染症など、地球規模で発生する深刻かつ重大な問

題に対し、国際協調と協力の下、これまでの我が国の経験や実績、さらには我が国独自の知的資産

と創造性をもって積極的に取り組み、貢献していくことで、その解決を先導する国となる。 

④ 国家存立の基盤となる科学技術を保持する国 

我が国の存立の基盤となる基幹的な科学技術を保持し、その一層の発展を図ることで、国及び国

民の安全を確保するとともに、未知・未踏の新たな知のフロンティアを開拓する国となる。 

⑤ 「知」の資産を創出し続け、科学技術を文化として育む国 

多様で独創的な最先端の「知」の資産を創出し続けるとともに、そうした研究活動、それに携わ

る人々、研究機関、さらには研究基盤や研究環境など、我が国の科学技術それ自体を文化として育

む国となる。 
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＜科学技術イノベーション総合戦略 2014＞ 

第１章 科学技術イノベーション立国を目指して  

３．科学技術イノベーションで拓く日本の未来 

－2030 年に実現すべき我が国の経済社会の姿（長期ビジョン） 

  2030 年に向けて、我が国が不可避的に直面せざるを得ない中長期的な情勢変化のトレンドとして、

①日本の人口減少・高齢化の急速な進展、②知識社会・情報化社会及びグローバル化の爆発的進展、

③地球の持続可能性を脅かす課題の増大（人口、資源エネルギー、気候変動・環境、水・食料、テロ、

感染症問題）、④新興諸国の急成長等による国際経済社会の構図の変化、⑤自然災害への備えの緊要性

の増大、が想定されるが、そうした大きな時代の潮流の中で、我が国が目指すべき経済社会の姿とは

何か。本戦略においては、あるべき姿として、昨年同様、以下の３つの経済社会像を設定する。 

 

（１）世界トップクラスの経済力を維持し持続的発展が可能となる経済 

イノベーションが活発に生じることにより、我が国産業の活力及び国際競争力が維持・強化され、

産業活動がダイナミックかつグローバルに展開されて、内外から需要のみならず信用・信頼を勝ち得

て、国際的地位を確立している。そうした中で、国民生活を下支えする雇用や所得が十分に確保され

ている。労働力人口の減少等経済成長のマイナス要因は、科学技術等により補完され、経済活動の面

ではもはや問題視されなくなっている。資源エネルギー制約も成長の重荷となってはおらず、安全で

安定的・効率的なエネルギーの供給・利用が行われている。経済活動の活性化や歳出歳入両面にわた

る取組が奏功し、財政状況の改善が進んでいる。各地域においては、それぞれの‘強み’を活かし、

活力に充ち、安心して質の高い生活が送れ、国際的にも魅力を有した経済社会が築かれている。 

（２）国民が豊かさと安全・安心を実感できる社会 

国民の生活水準が維持・向上していることを実感でき、人口減少・少子高齢化の下でも持続可能な

活力ある社会が実現している。また、女性や若者がその持てる能力を余すことなく発揮して活躍でき

る環境が整っている。また、国民が健やかに豊かで幸福な人生を全うできる。特に、高齢者が活躍し、

安心して快適な生活が送れている。健康格差がなく、病気や怪我をしても速やかに社会復帰ができ、

病態や障がいを緩和しながら安心して生活ができる。国全体が安心に包まれ、誰もが明るい将来を展

望し、人生の設計ができている。さらに、次世代インフラが整備され、自然災害等から国民の生命・

財産の安全が確保できている。 

（３）世界と共生し人類の進歩に貢献する経済社会 

そこでは、少子高齢化等の課題先進国として世界の範となり、国際社会と共生している。また、人

と環境に優しく、地球環境の保全との両立を実現した低炭素社会が実現している。世界の‘知’のフ

ロンティアの開拓を先導し、人類の将来に貢献する。そして、世界を舞台に活躍できる多様な人材を

輩出して、「人財立国」としての地位を確立するとともに、世界から人･モノ･カネ･知識を惹き付け、

プラットフォームとなって活力に溢れた経済社会となっている。 

また、オリンピック・パラリンピック東京大会を迎える 2020 年を、2030 年のあるべき経済社会の

姿に向けた中間地点として、我が国が‘イノベーション先進国’に相応しいイノベーションを実現し

て達成すべき中間目標を定め、内外に積極的に発信していく。 


